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令和 6 年 1 月 1 日、石川県能登地方を震源とする「令和 6 年能登半島地震（以下

「能登半島地震」という。）」が発生し、石川県の市町村を中心に甚大な被害が生じ

ました。本市は、各分野の支援枠組みによって、3 千人を超える職員を石川県七尾市

などの被災地に派遣し、様々な支援活動を行いました。 

近年、名古屋市近郊では大規模な地震の発生がなく、災害対応を経験していない本

市にとって、現地での支援活動を通じて数多くの教訓を得たことから、これらを踏ま

え、本市の災害対策の検証作業を行い、今後、対応が必要な課題等を令和 7年 3月に

検証報告書に取りまとめました。 

一方、国においては、平時から不断に万全の備えを行う「徹底した事前防災」に取

り組むとともに、災害発生時の司令塔機能を抜本的に強化するため、令和 8年中の防

災庁設置に向けた検討が進められています。 

また、令和 7 年 3 月に南海トラフ地震の新たな被害想定が公表され、9 月には南海

トラフ地震が今後 30 年以内に起きる確率が「60～90％程度以上」と、依然として高

い状態であることが示されました。同年 7月には「南海トラフ地震防災対策推進基本

計画」が変更され、今後の地震防災対策の具体目標が数多く設定されるなど、国だけ

でなく、地方自治体、防災関係機関も含めて、スピード感を持った災害対策の推進が

求められています。特に、国において、「避難生活に係る基本的な考え方」として、

避難場所に関わらず、支援が必要な人に必要な支援がなされるよう、「場所（避難所）

の支援」から「人（避難所等）の支援」への考え方の転換が図られています。 

令和 6 年 12 月に改正された「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取

組指針」においては、スフィア基準を満たす避難所とするため、避難スペースの確保

をはじめ避難生活に必要な物資の備蓄などが求められていることから、本市において

も避難生活における良好な生活環境の確保をはじめとした、被災者支援の充実に取り

組む必要があります。 

これまで本市においては、令和 6年 3月に策定した名古屋市災害対策実施計画に基

づき災害対策の推進を図ってきたところですが、こうした動きを受けて必要な対策を

見直すことにより、災害対策を充実させることが必要です。 

 

 

名古屋市災害対策実施計画【拡充版】は、昨年度末に公表した「能登半島地震を踏

まえた本市の災害対策の検証（以下「能登検証」という。）」内容や、令和 7年 7月

に変更された「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」など国の方針のほか、昨今の

社会情勢を踏まえ、令和 8 年度から 10 年度までにおいて、新たに取り組む「新規事

業」、既に実施計画に位置付けられている事業から取り組む内容を拡充・見直しを行

う「拡充事業」の 2 つの区分により、今後の具体的な取組を掲載しています。 

今後は、現行計画に名古屋市災害対策実施計画【拡充版】を新たに加えることによ

り、これまで以上に、関係局区室と密に連携し、総合的かつ計画的に災害対策に取り

組んでまいります。 
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 本計画は、計画期間を令和 6（2024）年度から令和 10（2028）年度とする、現行の

「名古屋市災害対策実施計画」における拡充版として位置づけています。 

 なお、本計画は現行計画と同様に、「名古屋市地域強靱化計画」を指針としながら、

そのアクションプランとして作成するものであり、「名古屋市地域防災計画」の個別

計画として位置付けるとともに、「名古屋市総合計画 2028」とも整合を図ってまいり

ます。 

 

＜イメージ図＞ 

 

 
 

 

 拡充版は、現行計画における計画期間と整合を図り、令和 8（2026）年度から令和

10（2028）年度までの 3年間で実施する災害対策を対象とします。 

 

 

 

 本計画は、現行計画と同様に、毎年度その実施状況を把握し、「名古屋市危機管理

対策本部会議」において進捗状況の報告と評価を行った上で、公表します。 

 また、新たな課題の発生等により、当初の計画どおりの進捗が見られない取組が出

てきた場合についても、「名古屋市危機管理対策本部会議」において検証し、フォロ

ーアップを行います。 
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 能登半島地震における支援活動から浮き彫りとなった課題、被災地で見えた課題等

を踏まえて、令和6年度に、本市の大規模地震に向けた備えを改めて確認するなどし、

今後の本市の災害対策を充実・強化することを目的とした検証を行いました。 

 

 

 検証の対象とした業務は、本市が石川県七尾市を支援した業務を中心に、以下のと

おり整理しました。 

区分 業務名 主な所管局室 

主
な
支
援
業
務 

1 総括支援 防災危機管理局 

2 避難所運営支援 防災危機管理局 

3 被災者生活再建支援金関係 防災危機管理局、健康福祉局 

4 建物被害認定調査 財政局 

5 罹災証明書発行関係 スポーツ市民局 

6 公費解体関係 環境局 

7 公衆衛生看護活動 健康福祉局 

8 応急仮設住宅関係 住宅都市局 

9 教育委員会事務局勤務の教員の派遣 教育委員会事務局 

そ
の
他 

10 災害対策本部運営 防災危機管理局 

11 受援・他機関連携 防災危機管理局 

12 広報・広聴 防災危機管理局、市長室、スポーツ市民局 

13 物資 防災危機管理局、健康福祉局 

14 その他 関係局室 

参
考 

15 緊急消防援助隊 消防局 

16 上下水道復旧 上下水道局 
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今回の検証では以下のフローで実施し、被災地での 172 事項の課題を抽出・整理し

た上、今後、本市として対応が必要な課題を明確化しました。 

 

① 派遣職員アンケート、有識者ヒアリング等を実施し、検証対象業務について、

被災地における課題を抽出 

② 抽出した被災地における課題について、本市の人口規模や立地条件等を踏まえ

て検討し、本市の課題として整理 

③ 本市の対応状況に照らして分析し、定性的な評価を行い、今後本市として対応

しなければならない課題として明確化 

④「対応中、要拡充、要見直し、新規（未対応）」と評価した課題について、対応

策を検討 

 

 

 

 今回の検証により明確となった課題について、「災害対応力の強化」「被災者支援

の充実」「地域防災力の強化」「多様な機関との連携強化」「防災ＤＸの推進」の 5

つの項目に整理しました。 

 さらに、これら取組の推進にあたっては、南海トラフ地震に捉われず、活断層型地

震など、様々な地震リスクを想定していくことが必要であることを再確認しました。 

加えて、課題に対応する施策を実現するためには、一自治体だけでは限界があるた

め、状況に応じて国や県に対して、財源や法令、制度、施策等に対する要望を行うこ

とも必要です。 

今回の検証結果においても、国全体で統一的な基準が必要な事項や、平時からの備

えとして市民の皆様に積極的に活用いただく支援制度の拡充などが課題として挙げ

られました。 

 

なお、特に防災に関する施策については、令和６年度末に、本市の発案によって、

２０の政令指定都市と東京都で構成される「２１大都市防災担当部局長会議」が新た

に設置されたところです。 

今後、大都市で抱えている防災上の課題の解決や、必要な国の財政措置が図られる

よう、こうした部局長会議の枠組も活用しながら、さらなる災害対応力の強化に努め

ていくことが必要です。 
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検証結果に基づき整理した 5つの項目について、各項目における課題と対応方針を

記載しています。 

 

 ＜課題＞ 

  大規模災害が発生した場合に市民の命を守り、その後の被害拡大を防ぎ、さらに

は社会経済活動を早期に再開させるためには、行政の迅速かつ的確な対応が求めら

れます。 

 

 ＜対応方針＞ 

  市全体で災害対応を円滑に進められるよう、職員に対して、災害時の分担任務や

具体的な業務等の周知徹底を図るとともに、研修・訓練の実施、人員体制の確保、

防災活動拠点の機能強化など、災害対策の拡充・見直しにより、災害対応力の強化

に向けた総合的な対策を推進してまいります。 

 

 

 

＜課題＞ 

  被災された方々への支援策として、避難所での生活支援、罹災証明書発行、公費

解体、応急仮設住宅の入居などに関して、様々な課題が浮き彫りとなりました。 

  

 ＜対応方針＞ 

  発災直後から良好な避難生活の環境が確保されるよう必要な対応を検討すると

ともに、迅速かつ的確な被災者支援を実施すべく、実務マニュアルの整備・充実な

ど、平時からの準備を進めてまいります。 
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 ＜課題＞ 

  大規模災害発生時においては、行政による対応には限界が生じ、市民や事業者の

役割が大変重要となることから、市民や事業者の事前の備えの推進などによって、

「命を守る」ための避難対策の強化が必要となります。 

 

 ＜対応方針＞ 

 様々な災害リスクを想定し、地震対策に活かすため、平常時から幅広い世代の多

くの市民が防災に関心を持ち、地域の防災活動への参加が進むよう促し、発災時に

おいてともに助け合う共助の力がさらに向上するよう、地域防災力の強化に取り組

むとともに、地域防災活動を支援するため、区の組織体制の強化に向けた検討を行

ってまいります。 

 

 

 

 ＜課題＞ 

  大規模災害発生時には、行政だけではリソースが不足することが想定されるため、

専門的なノウハウを持つ NPO や民間企業等の力は必要不可欠であり、様々な分野に

おいて、災害協定の締結など、多様な機関との連携強化が必要となります。 

 

 ＜対応方針＞ 

  国・自治体・民間団体で役割分担や連携の仕組みづくりについて検討するほか、

民間物流倉庫を活用した拠点を検討するなど、多様な機関との連携強化に取り組ん

でまいります。 

 

 

 

＜課題＞ 

 災害対応の効率化・高度化のため、デジタル技術をはじめとする先進技術を積極

的に活用することが重要であり、行政の力だけではなく、民間の技術力や創意工夫

を生かして取り組むことが必要です。 

 

＜対応方針＞ 

 様々な災害対応において、これまで紙で行っていた業務のデジタル化やシステム

の機能強化、通信手段の確保、先進技術の活用検討など、より一層の公民連携によ

る防災ＤＸの推進に取り組んでまいります。 
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 「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」（以下「推進基本計画」という。）は、

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、南海トラフ

地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のため、国の中央防災会議が作成し、

実施を推進する計画です。 

 計画の冒頭で、地震防災対策の円滑かつ迅速な推進の意義として、予断を持たずに

最悪の被害様相を念頭においた上で、予防対策、応急対策を検討し、着実に推進する

ことをもって被害の軽減を図ることが重要であると記載されています。 

 南海トラフ地震防災対策推進地域内（1都 2府 26 県 707 市町村）の都府県・市町村

は、「南海トラフ地震防災対策推進計画」を作成することとされています。 

 推進地域に指定されている本市では、「名古屋市地域防災計画」のうち南海トラフ

地震に関する事項（平時に取り組む重点施策に関する事項、防災訓練、教育、災害時

における津波からの防護・避難確保・救助、南海トラフ地震臨時情報発表時の対応等）

について定めた部分や、「名古屋市災害対策実施計画」において本計画期間における

地震防災対策の事業を、本市の推進計画として位置付けています。 

 

＜特別措置法に基づく地震防災対策の体系＞ 

 

  
出典：内閣府政策統括官（防災担当）「南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更説明資料」 
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 令和 7年 3 月、国の「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」における

新たな被害想定が公表され、想定される被害は、最大で死者約 29.8 万人、建物被害

約 235 万棟、津波浸水域は広範囲に及びます。さらに、避難生活中の支援不足による

災害関連死は最大約 5.2 万人と推計されています。 

 公表された新たな南海トラフ地震の被害想定と、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、

令和 7年 7 月に推進基本計画が変更されたところです。 

なお、南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域と

し、今後 30 年以内に 60～90％程度以上の確率で発生するなど、依然として高い状態

にあります。（令和 7年 9月 地震調査研究推進本部公表） 

 

 

＜南海トラフ地震の被害想定について＞ 

 

 

  

出典：内閣府政策統括官（防災担当）「南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更説明資料」 
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 推進基本計画においては、津波や建物倒壊等による直接死を減らす「命を守る」対

策とともに、災害関連死を防ぐ「命をつなぐ」対策について、特に重要な施策として

位置付けられています。 

事前の対策に費やすことができる時間と内容には限りがあることから、全ての施策

を一律に推進するのではなく、地域特性を踏まえた上で、「命を守る」対策と「命を

つなぐ」対策について、おおむね 10 年間で完遂するべき重点施策として具体的に定

め、今後重点的に推進することが定められています。 

 また、重点施策については、防災対策の進捗や社会状況の変化、技術革新、自然災

害等における課題を踏まえ、適宜必要な見直しを行うこととされています。 

 

 

＜推進基本計画の変更のポイント＞ 

 

 

  

出典：内閣府政策統括官（防災担当）「南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更説明資料」 
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 推進基本計画においては、南海トラフ地震対策に係る事項について、ハード・ソフ

ト両面にわたる総合的な観点から記載されており、その中でも「具体的に実施すべき

主な対策」として大きく５つの項目で整理・記載されています。 

 

 ①社会全体における防災意識の醸成・総合的な防災体制の構築 

 ②被害の絶対量を減らす取組 

 ③ライフライン・インフラの強化 

 ④救助体制・救急救命を強化する施策・防災ＤＸ 

 ⑤被災者支援、災害関連死防止の対策 

 

本市においても、国の推進基本計画に対応した上記の５つの項目について、本市の

特性等を踏まえた上で、南海トラフ地震対策として、「名古屋市災害対策実施計画に

おける主な事業」を巻末の（参考）にあるとおり整理し、引き続き取組の推進を図っ

てまいります。 
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 「社会全体における防災意識の醸成・総合的な防災体制の構築」における主な対策

として、推進基本計画では以下のとおり具体的な項目が記載されています。 

 

 

 

 「被害の絶対量を減らす取組」における主な対策として、推進基本計画では以下の

具体的な項目が記載されています。 

 

 

 

上記を踏まえ、本市の実施計画上で関係する事業については下記のとおりです。 

  

出典：内閣府政策統括官（防災担当）「南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更説明資料」 

出典：内閣府政策統括官（防災担当）「南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更説明資料」 
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「ライフライン・インフラの強化」における主な対策として、推進基本計画では以

下の具体的な項目が記載されています。 

 

 

 

「救助体制・救急救命を強化する施策・防災ＤＸ」における主な対策として、推進

基本計画では以下の具体的な項目が記載されています。 

 

出典：内閣府政策統括官（防災担当）「南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更説明資料」 

出典：内閣府政策統括官（防災担当）「南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更説明資料」 
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「被災者支援、災害関連死防止の対策」における主な対策として、推進基本計画で

は以下の具体的な項目が記載されています。 

 

  
出典：内閣府政策統括官（防災担当）「南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更説明資料」 
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本市では、令和 6 年 3 月に「名古屋市災害対策実施計画」を策定し、「防災の日常

化による災害に強いまちづくり」を理念に、計画期間である令和 6 年度から 10 年度

にかけて、発災から時間の経過に沿った各フェーズにおいて「めざす姿」を掲げてい

ます。（下記の図のとおり） 

また、めざす姿を実現するための方針として、市民・事業者等への支援を「地域防

災力の強化」の方針として位置付け、ソフト対策とハード対策に分けて整理するとと

もに、行政による取組を、ソフト対策が主体の「災害対応力の強化」、ハード対策が主

体の「災害に強いまちづくりの推進」として方針に位置付けています。 

さらに、市民・事業者・市職員一人ひとりが日頃から防災・減災を意識して行動す

ることが当たり前となる社会を構築することにより、災害に強いまちナゴヤを実現す

るために、「防災人材育成の推進」を方針に位置付け、これら 4つの取組方針のもと、

災害対策を推進することとしています。 

現行の実施計画の策定以降、能登半島地震において、災害対策における様々な課題

が生じていることや、国においても法改正や計画の見直しなどが行われ、そうした昨

今の社会情勢の変化等を踏まえた災害対策が重要となっています。 

また、防災庁の設置にあたって、国があらゆる施策を推進・加速させていく機会を

捉え、本市としても、これまで以上に国や県、関係機関等と連携し、徹底的な事前防

災の推進・加速を図ることが必要です。 

 

以上のことから、拡充版においては、現行の実施計画の基本的な考え方や取組方針、

施策の体系を踏襲しつつ、能登検証、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更等

を踏まえ、本市の災害対策をより一層充実すべく、現行の実施計画に掲げる事業はも

とより、拡充版に掲げる新規事業及び拡充事業を含め、本市としてスピード感を持っ

て総合的に推進してまいります。 

＜災害対策実施計画に掲げるめざす姿＞ 
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ア ソフト対策 

大規模災害が発生した場合には、行政による対応には限界が生じ、市民や事業者の

役割が大変重要となることから、「自らの命を自ら守る」ための事前の備えの推進や

地域における災害の特性を踏まえた防災活動の推進など、「命を守る」ための避難対

策の強化が必要となります。 

そのため、生活物資等の家庭内備蓄の実施をはじめ、災害リスクや避難場所等の把

握、避難行動計画の作成、災害時における事業継続性確保など、市民や事業者の主体

的取組・連携による地域防災力の一層の強化を促進します。 

 

 

 

 

 

イ ハード対策 

大規模災害が発生した場合に被害を軽減させ、社会経済活動を早期に再開させるた

めには、市民や事業者の所有施設における迅速な避難行動に資する施設整備や構造の

強靱化が大変重要となります。 

そのため、民間建築物や住宅の耐震化、木造住宅密集地域の改善など、地域防災力

の一層の強化を支える空間・設備の強化を進めます。 

 

大規模災害が発生した場合に市民の命を守り、その後の被害拡大を防ぎ、さらに社

会経済活動を早期に再開させるためには、行政の迅速かつ的確な対応が求められ、防

災拠点機能の確保と災害対応力の強化が必要となります。 

そのため、防災拠点の機能強化、受援体制の確立、物資等供給体制の充実、良好な

生活環境の確保など、災害対応力の一層の強化を図る施策を推進します。 

 

＜主な取組内容＞ 

・ハザードマップの周知・啓発方法の見直し 

・感震ブレーカーのさらなる設置促進 

＜主な取組内容＞ 

・デジタル技術等を活用した効率的かつ効果的な避難者支援体制の構築 

・スフィア基準を踏まえた、避難生活における良好な生活環境の確保 

・制度改正等を踏まえた受援計画見直しによる、受援体制の強化 
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大規模災害が発生した場合に壊滅的な損害を受けない耐災害性の高い施設整備を

行うことで、市民の命を守るとともに、被害を最小に抑え発災後の一定レベルの市民

生活や地域経済を支える防災インフラの充実・強化を行い、被災後には迅速な復旧・

復興などの対応が求められます。 

そのため、緊急輸送道路等の整備、河川の整備、橋りょうの耐震化、浸水対策のほ

か、災害時における上下水道施設をはじめとしたライフラインの確保など、災害に強

い都市基盤の整備を図る施策の推進や、立地適正化計画における市民・事業者の災害

リスクを踏まえた土地利用の誘導を図るとともに、被災後の対応（復旧・復興）に備

える取組を進めます。 

 

 

  

市職員が迅速かつ的確な災害対応業務を実施できるよう、また、市民や事業者それ

ぞれが災害を「自分事」として捉え、日頃から防災・減災を意識して行動し自分や家

族の命を守る行動を取れるとともに、地域で協力して助け合える関係を構築できるよ

うに自助・共助の意識を高め、防災人材育成を推進することが大変重要となります。 

そのため、各種媒体を活用した戦略的な普及啓発、防災訓練、児童・生徒への防災

教育等を実施し、「防災の日常化による災害に強いまちづくり」に向けた施策を推進

します。 

 

 

  

＜主な取組内容＞ 

・上下水道施設の被害状況等を共有・集計するシステムの構築 

・上下水道施設の早期復旧体制の強化 

＜主な取組内容＞ 

・災害対応能力向上に向けた市本部・区本部運営に係る研修・訓練の充実化 

・港防災センターの移転改築の推進 
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本計画においては、施策の体系表を以下のとおり、展開します。 

（体系表には、主な新規・拡充事業の事業番号と事業名を記載しています。） 

＜体系表＞ 

：
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方針の名称は、災害対策実施計画における取組方針を示しています。 

新規事業の事業番号は、現行計画の事業番号（174 事業）に引き続く通番としてい

ます。 

 

 

 

 

１７５ 

事業名 
総合支援窓口開設・運営に係る業

務体制の確保 
所管局 防災、関係局 

事業 

概要 

大規模災害発生時、罹災証明書等の発行や被災者の生活再建

に係る様々な相談等の手続きを行う総合支援窓口の開設・運営

を円滑に実施するため、訓練を実施するとともに必要に応じて

マニュアルを更新します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

           実施・検討 

現況（Ｒ６年度末） 計画目標 

・総合支援窓口開設・運営マニ

ュアルの作成 

・総合支援窓口開設・運営訓練

の実施 

・総合支援窓口開設・運営訓練

の実施 

・総合支援窓口開設・運営マニ

ュアルの検証・更新 

 

１７６ 

事業名 
罹災証明書発行業務における実

施体制の充実 
所管局 ス市 

事業 

概要 

大規模災害時の申請窓口の混雑抑制に向けて、罹災証明書発

行に係るオンライン受付時の対応検討、広報内容の整理を行い、

現状の実施体制をより充実したものとします。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

           検討・整理 

現況（Ｒ６年度末） 計画目標 

・電子申請システムによる受

け付けを実施 

・大規模災害時のオンライン

受付の手法を検討し、運用方

法を検討・整理し、「罹災証

明書発行等の手引き」に記載 

・罹災証明書発行に関する広

報内容の整理 
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１７７ 

事業名 
大規模災害時を想定した消防体

制の充実 
所管局 消防 

事業 

概要 

大規模災害時における緊急消防援助隊の効果的かつ効率的な

受援体制の確立を図るとともに、消防隊・消防団の活動能力の

向上を目的とした訓練環境の整備について検討する。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

           検討・推進 

現況（Ｒ６年度末） 計画目標 

・緊急消防援助隊の受援体制

について検討 

・消防隊・消防団の訓練環境の

整備について検討 

・緊急消防援助隊の受援体制

について検討 

・消防隊・消防団の訓練環境の

整備について検討 

 

 

  

１７８ 

事業名 
地域防災活動の支援等に係る区

の体制強化 
所管局 防災、ス市、区 

事業 

概要 

令和 6 年能登半島地震の教訓等を踏まえ、区の地域特性に応

じた施策・事業を一層推進し、地域防災活動の活性化等を図るた

めの区の体制強化について検討します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

           体制の検討・強化 

現況（Ｒ６年度末） 計画目標 

・支援体制の検討 ・支援体制の検討・強化 
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１８０ 

事業名 
災害時における良好なトイレ利

用環境の確保 
所管局 防災、環境、関係局 

事業 

概要 

災害時における良好なトイレ利用環境の確保に向けて、下水

道直結式マンホールの整備、簡易トイレの備蓄、仮設トイレの調

達、し尿収集、衛生管理など多岐に渡る業務について、横断的に

整理した計画を策定します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

          検討・推進 

現況（Ｒ６年度末） 計画目標 

・災害用トイレとして、下水道

直結式トイレ、汲み取り式ト

イレ、簡易パック式トイレ、

簡易洋式便座を確保 

・トイレ環境向上に向けた計

画の策定、取組の検討・推進 

・トイレカーの導入 

 

  

１７９ 

事業名 避難者支援の推進 所管局 防災 

事業 

概要 

国の「場所（避難所）の支援」から「人（避難者）の支援」へ

の考え方の転換を契機として、「避難生活における良好な生活環

境の確保に向けた取組指針」や「在宅・車中泊避難者等の支援の

手引き（内閣府）」等を踏まえ、「避難所に滞在する避難者」お

よび「在宅・車中泊などの避難所以外の場所に滞在する避難者」

といった避難者の支援強化を図るため、デジタル技術の活用等

により、効率的かつ効果的な支援体制を構築します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

           検討・推進 

現況（Ｒ６年度末） 計画目標 

・紙による避難者名簿の作成 

・巡回による避難所外避難者

の把握・対応 

・デジタル技術等を活用した

効率的かつ効果的な避難者

支援を検討 
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１８１ 

事業名 
公費解体に係る手続きの整備及

び体制構築の検討 
所管局 環境 

事業 

概要 

 公費解体の申請受付事務に関する要綱・マニュアル等及び業

務体制の整備に向けた検討を行います。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

          体制の検討・推進 

現況（Ｒ６年度末） 計画目標 

・要綱・マニュアル等及び業務

体制の整備を検討 

・公費解体の申請受付事務に

関する要綱・マニュアル等及

び業務体制の整備を検討 

 

１８２ 

事業名 
学校再開等に関する体制構築に

係る検討 
所管局 教育 

事業 

概要 

早期の学校再開に向けた体制の構築（既存の『地震防災マニ

ュアル』の更新・周知）を実施します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

           体制の検討・推進 

現況（Ｒ６年度末） 計画目標 

・地震防災マニュアルの更新 

・地震防災マニュアルの更新

完了 

・事務局及び学校現場への周

知の実施 
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１８３ 

事業名 災害廃棄物処理計画の改定 所管局 環境 

事業 

概要 

 災害廃棄物処理計画を南海トラフ地震の被害想定の見直し等

を反映させた内容に改定します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

         調整         改定   

現況（Ｒ６年度末） 計画目標 

・国、県等の南海トラフ地震の

被害想定の見直しに関する

動向について調査を実施 

・（R8）計画改定のための調整 

・（R9～R10）計画改定のための

調査検討 

・（R10）計画の改定及び公表 
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１８４ 

事業名 災害情報システムの構築 所管局 上下 

事業 

概要 

災害時に迅速な応急活動や広報媒体を通じた速やかな情報提

供などを行うため、上下水道施設の被害状況や応急活動の進捗

情報を迅速に共有・集計する災害情報システムを構築します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

           構築・運用 

現況（Ｒ６年度末） 計画目標 

・災害情報システムの構築の

検討及び調達手続きの実施 

・災害情報システムの構築完

了（令和 8 年度） 
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１８５ 

事業名 
上下水道施設の早期復旧体制の

強化 
所管局 上下 

事業 

概要 

 大規模災害時には、応急給水や上下水道施設および宅地内給

排水設備の早期復旧のために他都市や関係団体との協力が必要

となることから、他都市や関係団体との訓練等を実施すること

により連携を強化します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

          実施 

現況（Ｒ６年度末） 計画目標 

・受援を想定した訓練等の実

施 

・関係団体との連携強化を目

的とした訓練等の実施 

・受援を想定した訓練等の実

施 

・関係団体との連携強化を目

的とした訓練等の実施 
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１８６ 

事業名 
南海トラフ地震等被害想定調査

及び対応検討 
所管局 防災 

事業 

概要 

南海トラフ地震及び活断層型地震に係る被害想定調査を実施

し、その結果を踏まえ、震災対策に係る今後の対応検討を実施し

ます。また、被害想定を踏まえて震災対策に係る対応方針の取り

まとめや周知・啓発等を実施します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

           検討・周知啓発 

現況（Ｒ６年度末） 計画目標 

・南海トラフ地震等被害想定

及び対応検討の実施に向け

て検討 

・南海トラフ地震等被害想定

及び対応検討の実施 

・被害想定を踏まえた震災対

策に係る周知・啓発等の実施 
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 新たな国土強靱化基本計画では、地震・津波及び風水害等の大規模自然災害等を

リスクとして想定し、6 つの事前に備えるべき目標と 35 の「起きてはならない最悪

の事態」として、下記の表のとおり設定されました。 

 現行計画との整合を図り、本計画における新規事業についても『「新たな国土強

靱化基本計画」における脆弱性評価の「起きてはならない最悪の事態」』との整理

を一覧（37 頁に掲載）として示します。 
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＜新規事業における『「新たな国土強靱化基本計画」における脆弱性評価の「起き

てはならない最悪の事態」』との整理＞ 
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１ 

事業名 
水防法改正等に伴うハザードマ

ップ等の周知・啓発 
所管局 防災、関係局区 

事業 

概要 

想定最大規模の洪水・内水氾濫・高潮等を前提とした浸水想定

区域を周知し、適切な避難行動等を促すため、市政出前トークや

SNS での啓発、各種イベントでの周知・啓発活動など、様々な機

会を捉えてハザードマップ等の周知・啓発を行います。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

促進 

 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

周知・啓発 周知・啓発 

拡充 

内容 
・より効果的なハザードマップの周知・啓発の実施 

８ 

事業名 災害時に備えた在宅支援の推進 所管局 健福、子青 

事業 

概要 

人工呼吸器を使用する在宅の障害児・者及び難病患者等が、災

害による大規模な停電発生時において生命を維持する上で必要

となる非常用電源装置の購入に係る費用の全部又は一部につい

て令和 6 年 10 月から助成を実施しており、人工呼吸器以外の機

器を使用する障害児・者及び難病患者等が災害発生時においても

安心して生活を送ることができる環境づくりを行うため、助成対

象者の拡充を検討します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

                 人工呼吸器使用者を対象に助成を実施 

                    助成対象者の拡充検討 
 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

助成実施に向けて検討・準備 ニーズを踏まえて拡充 

拡充 

内容 
・助成対象者の拡充に向けた検討 
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１４ 

事業名 感震ブレーカーの設置促進 所管局 防災、関係局区 

事業 

概要 

地震の揺れに伴う電気機器からの出火や停電復旧時に起こる

火災の発生を防ぐため、地震を感知した際に自動的にブレーカー

を落とす機能を持つ感震ブレーカーの設置を促進します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

促進 

 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・感震ブレーカー設置助成 

７１２件 

・主な木造住宅密集地域におけ

る感震ブレーカーの重点的

な設置促進の実施（簡易タイ

プ） 

・感震ブレーカー設置助成（分

電盤タイプ） 

３,２８０件（５か年） 

拡充 

内容 
・必要に応じた国に対する財政支援等の要請 
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２９ 

事業名 
災害時の情報収集・共有体制の充

実・更新 
所管局 防災 

事業 

概要 

災害時における迅速な情報収集及び効果的な情報共有に向け

て、各種防災システムの整備・維持管理を行うとともに、最新の

ＩＣＴ技術等を用いた多様な手段の拡充を検討します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

整備・維持管理・検討 

 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・各種システムの適正な維持管

理及び必要な機能拡充の実施 

・職員に対する操作訓練等の実

施 

・先進技術や民間サービス等を

活用した新たなシステムの導

入の検討 

・防災行政無線（デジタル移動 

系）の更新検討 

・各種システムの適正な維持管

理及び必要な機能拡充の実施 

・職員に対する操作訓練等の実施 

・先進技術や民間サービス等を

活用した新たなシステムの導

入の検討 

・防災行政無線（デジタル移動 

系）の更新検討 

拡充 

内容 
・公共安全モバイルシステムの導入、運用方法の検討・周知 
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３４ 

事業名 
災害時における広報・広聴活動の

推進 
所管局 防災、市長、ス市 

事業 

概要 

災害時において、市民ニーズに応じた適時かつ効率的な広報・

広聴を推進するため、体制の検討及び新たなツールの導入を行い

ます。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

検討 構築 運用・保守・検討 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・災害に関するＦＡＱデータベ

ースの作成 

・災害時広報・広聴体制の構築

に係る検討を実施 

・防災ポータルサイトの構築に

係る検討を実施 

・災害に関するＦＡＱデータベ 

ースの更新 

・災害時広報・広聴体制の構築

運用及び検討 

・ＦＡＱシステムの導入、運用 

及び保守 

・防災ポータルサイトの構築、 

運用及び保守 

拡充 

内容 

・発災時の記録撮影について、考え方を整理し、体制の見直しを

検討 
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４４ 

事業名 応援体制の構築にかかる検討 所管局 防災 

事業 

概要 

被災自治体への迅速かつ適正な応援体制を整備するため、必

要な検討を行います。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

実施 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

市域外で大規模災害が発生

した場合に、被災自治体を広域

的に応援する枠組みに基づき

支援を実施 

被災自治体を広域的に応援

する枠組みに基づいて、被災地

域への迅速かつ適切な支援を

実現するため、関係機関との連

携を強化 

拡充 

内容 

・応援が想定される業務の知見を有する職員の災害マネジメン

ト総括支援員等の登録 

 

５１ 

事業名 被災者支援体制の強化 所管局 
防災、財政、ス市、

関係局区 

事業 

概要 

被災者の生活再建支援を総合的かつ効率的に実施するため、迅

速な家屋被害調査及び罹災証明書の発行を行い、被災者台帳とし

て情報を一元的に管理できるシステム利用の習熟に向けた研修

の実施や、各種調整を行います。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

実施 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

事業実施 事業実施 

拡充 

内容 

・被災者支援に関する各種制度受付事務への被災者生活支援シス

テム活用の検討、調整 
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５３ 

事業名 帰宅困難者対策等の推進 所管局 防災、住都 

事業 

概要 

大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保

と都市機能の継続を図るため、都市再生安全確保計画及びエリア

防災計画に基づき、官民連携による一体的・計画的なソフト・ハ

ード両面の対策を実施するとともに、大雨等の影響による滞留者

発生が懸念されるため、鉄道事業者との連絡や情報発信等の対策

の強化をしていきます。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

計画の運用等 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・名古屋駅周辺地区都市再生安

全確保計画の推進 

・伏見・栄地区都市再生安全確保

計画の推進 

・金山駅周辺地区エリア防災計

画の推進 

・名古屋駅周辺地区都市再生安

全確保計画の推進 

・伏見・栄地区都市再生安全確

保計画の推進 

・金山駅周辺地区エリア防災計

画の推進 

・大雨等の影響による滞留者対

策の強化 

拡充 

内容 
・退避施設におけるトイレ備蓄数の充実に向けた検討 

 

７３ 

事業名 消防・救助体制の充実強化 所管局 消防 

事業 

概要 

南海トラフ地震を含め、多様化・複雑化する災害に的確に対応

するため、消防機械器具の充実・機能強化を図るほか、消防団及

び関係機関との連携強化を実施するとともに、消防学校における

教育体制を強化します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

実施 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・消防車両の更新 １７両 

・消防隊・消防団の連携訓練の実施 

・消防車両等の更新 

▶車 両  １ ３ ９ 両 （ ５ か 年 ） 

▶航空機 １機 

▶消防艇 １艇 

・消防隊・消防団の連携訓練の実施 

拡充 

内容 

・消防活動用に導入した公共安全モバイルシステムについて、大規

模災害への活用など、運用方法の検討 
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７４ 

事業名 総合防災情報システムの充実 所管局 消防 

事業 

概要 

総合防災情報システムの充実を図り、安定した運用を維持する

ため、消防業務の根幹をなす指令管制システムや現場活動での円

滑な通信を確保するための消防救急デジタル無線設備の更新な

どを実施します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

実施 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・指令管制システムの更新 

 ▶詳細設計に基づくシステム開

発 

 ▶更新工事着工 

・消防救急デジタル無線の更新 

 （基本調査） 

・指令管制システムの更新完了 

・消防救急デジタル無線の更新 

拡充 

内容 
・現在運用する高所監視カメラの更新の検討 
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７７ 

事業名 災害救助用物資の備蓄 所管局 防災 

事業 

概要 

避難者等に物資を供給するため、食糧及び生活必需品の備蓄を

充実させます。また、更新する備蓄物資を活用し、イベントや訓

練等において家庭内備蓄率向上を図るため、市民に対し啓発しま

す。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

実施 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・食糧約１７５万食 

・毛布約３４万３千枚 

・食糧約１８７万５千食 

・毛布約３７万９千枚 

拡充 

内容 

・中小河川の浸水想定を踏まえた、食糧・毛布の備蓄を拡充 

・大規模災害時等のライフラインが途絶した場合の必要な物資の確保策の

検討（液体ミルクの備蓄等） 

 

７８ 

事業名 受援計画の検証 所管局 防災 

事業 

概要 

国及び他自治体からの応援を迅速かつ円滑に受け入れるため

の受援計画を検証し、必要に応じて見直しを行います。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

実施 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・訓練等を通じて計画を検証 

・総務省において、南海トラ 

フ地震アクションプランを 

策定中 

・南海トラフ地震アクション 

プランを受援計画へ反映 

・必要に応じて受援対象業務 

等を検証 

・関係機関と連携した訓練の 

実施 

拡充 

内容 
・国の制度改正等を踏まえた計画の見直し 
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８０ 

事業名 
指定避難所における良好な生活

環境の確保 
所管局 防災、関係局区 

事業 

概要 

「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針

（内閣府）」※や社会情勢等を踏まえ、円滑な避難所運営の支援

及び避難所生活が長期化した場合を見据えた避難所の質の向上

に向けた取組を検討、推進します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

検討・推進 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・物資の分散備蓄 

・感染症対策 

・電源及び通信環境の確保 

・避難所の質の向上に向けた取

組を検討、推進 

拡充 

内容 

・簡易ベッドやパーティションの備蓄を充実 

・居住スペース、キッズスペース、食事の質の確保に向けた調整 

・国に対して、避難所の生活環境の確保に向けた継続的な財政支

援を要請 

※令和 6年 12 月に改定 

 

８３ 

事業名 災害用トイレの備蓄 所管局 環境 

事業 

概要 

災害発生時に指定避難所の給排水ができない場合等に備え、避

難者が円滑にトイレを利用できるよう、災害用トイレの備蓄を行

います。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

指定避難所の増加等への対応 

 簡易パック式トイレの更新 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

１００％ 

（必要備蓄数の確保） 

１００％ 

（必要備蓄数の確保） 

拡充 

内容 
・簡易パック式トイレ数の充実に向けた検討 
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８６ 

事業名 

応急仮設住宅配置計画図及び応

急仮設住宅建設候補地台帳の整

備 

所管局 住都 

事業 

概要 

応急仮設住宅の速やかな着工を図るため、新たな建設候補地に

ついて、応急仮設住宅配置計画図を作成・保管するとともに、既

存応急仮設住宅建設候補地台帳を更新します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

実施 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・応急仮設住宅配置計画図の作 

成・保管 

・既存の応急仮設住宅建設候補 

地台帳の更新 

・応急仮設住宅配置計画図の作 

成・保管 

・既存の応急仮設住宅建設候補 

地台帳の更新 

拡充 

内容 

・建設予定候補地における集会施設が設置可能な施設について、 

集会施設を設置する配置計画図の作成 
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１３５ 

事業名 
災害対応能力向上に向けた市本

部・区本部運営に係る研修・訓練 
所管局 防災 

事業 

概要 

大規模災害時における災害対応を円滑に行うため、災害対応の

知見を有する外部コンサルタントや外部講師を活用し市本部・区

本部に係る研修・訓練の内容の充実化を図るとともに研修の対象

職員を拡充します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

実施 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・階層別職員研修の実施 

・市災害対策本部運営訓練の実施 

・区本部運営等に係る研修・訓練

（区長向け防災研修を含む）の実施 

・階層別職員研修の実施 

・幹部研修の実施 

・本部室要員研修の実施 

・市本部・区本部運営訓練の実施 

拡充 

内容 
・職員の災害対応力向上に資する仕組みの検討 

 

１４１ 

事業名 港防災センターの機能強化 所管局 防災 

事業 

概要 

港防災センターについて、総合的な防災啓発・人材育成の拠点

施設とするため、移転整備地において改築を行います。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

実施 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

 港防災センターの機能強化に

向けた基本調査 

港防災センターの移転改築

の推進 

拡充 

内容 
・港防災センターの移転改築における調査、設計等 

 

  



- 51 - 

 

１４６ 

事業名 家屋被害調査研修の実施 所管局 財政 

事業 

概要 

大規模災害時には、被災家屋が膨大な数に上ることが想定さ

れ、多くの職員が家屋被害調査に従事することが求められること

から、家屋被害調査の基本的な知識の取得と大規模災害に対する

意識の向上を目的とした研修を実施し、有事の備えとします。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

実施 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・固定資産税課職員を中心に家

屋被害調査訓練を実施 

・税部門の職員を対象に家屋被

害調査の E ラーニング及び発

災時に使用する被災者生活再

建支援システム研修を実施 

・発災後、円滑に調査を実施す

るため、大規模災害時におけ

る家屋被害調査実施マニュア

ルを定めて実施手順を整備 

・家屋被害調査従事予定の全職

員を対象に、被災者生活再建

支援システム研修及び実地

調査訓練を毎年度１回ずつ

開催 

・税部門の全職員を対象とした

家屋被害調査の E ラーニング

を実施 

・法制度の変遷等に合わせマニ

ュアルを更新 

拡充 

内容 
・調査計画作成支援ツールを用いた家屋被害調査実地訓練の実施 

 

  



- 52 - 

 

１４８ 

事業名 
災害ボランティアセンター設置

運営研修・訓練 
所管局 ス市 

事業 

概要 

市民活動団体、社会福祉協議会との協働による災害ボランティ

アセンター設置運営研修・訓練を実施します。 

事業 

計画 

～Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

実施 

現況（Ｒ５年度末） 計画目標 

・平成 25 年 3 月に「市・区災害

ボランティアセンター設置・運

営ガイド」を策定 

・年１回、市民活動団体及び市・

区社会福祉協議会等と合同で、

災害ボランティアセンター設

置運営研修・訓練を実施 

・災害ボランティアセンター設

置運営研修・訓練を年１回実

施 

拡充 

内容 
・災害ボランティアセンターにおける通信環境の整備 
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 災害対策実施計画【拡充版】における 5 章、6 章で掲載している具体的事業につい

て、能登検証の対応方針として整理した 5 つの項目ごとに一覧として示しています。 

なお、各事業について対応する事業番号と事業の新規・拡充、拡充版における頁数

を記載しています。 
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 現行の災害対策実施計画、災害対策実施計画【拡充版】で掲載している具体的事業

について、推進基本計画で整理された 5つの項目ごとに、本市として重点的に推進す

る主な事業を一覧として示しています。 

 なお、各事業について対応する事業番号と事業の新規・拡充、現行計画・拡充版に

おける頁数を記載しています。 
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